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　　　令和 7年度岡山県一般会計補正予算（第 9号）

　令和 7年度岡山県一般会計の補正予算（第 9号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
第 1条　歳入歳出予算の総額 823,407,552千円に歳入歳出それぞれ18,125,753千
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ841,533,305千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第 2条　繰越明許費の追加及び変更は、「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）
第 3条　地方債の追加及び変更は、「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正
　　　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
9　  国 庫 支 出 金 96,965,501 16,956,723 113,922,224

1　 国 庫 負 担 金 40,875,722 97,706 40,973,428

2　 国 庫 補 助 金 54,187,731 16,859,017 71,046,748

12　 繰 入 金 46,702,013 943,730 47,645,743

2　 基 金 繰 入 金 45,376,093 943,730 46,319,823

14　 県 債 61,537,200 225,300 61,762,500

1　 県 債 61,537,200 225,300 61,762,500

歳 入 合 計 823,407,552 18,125,753 841,533,305
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　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
2　 総 務 費 48,774,960 1,982,118 50,757,078

2　 企 画 費 4,436,922 213,404 4,650,326

3　 地 方 振 興 費 3,259,006 73,673 3,332,679

8　 県 民 生 活 費 2,163,526 170,940 2,334,466

10　 環 境 費 4,770,973 1,524,101 6,295,074

3　 民 生 費 136,471,221 4,161,926 140,633,147

1　 社 会 福 祉 費 107,758,682 3,056,501 110,815,183

2　 児 童 福 祉 費 27,675,523 995,836 28,671,359

3　 生 活 保 護 費 1,034,154 109,589 1,143,743

4　 衛 生 費 14,941,874 2,204,945 17,146,819

1　 公 衆 衛 生 費 6,326,101 76,116 6,402,217

2　 環 境 衛 生 費 1,117,328 100 1,117,428

4　 医 薬 費 5,392,504 2,128,729 7,521,233

6　 農林水産業費 43,513,624 1,216,124 44,729,748

1　 農 業 費 12,188,671 323,510 12,512,181

2　 畜 産 業 費 4,617,709 736,388 5,354,097

4　 林 業 費 9,041,742 141,676 9,183,418

5　 水 産 業 費 1,300,593 14,550 1,315,143

7　 商 工 費 15,976,300 4,851,938 20,828,238

1　 商 業 費 5,059,311 4,851,938 9,911,249

8　 土 木 費 89,705,937 60,699 89,766,636

4　 港 湾 費 7,648,324 7,313 7,655,637

5　 都 市 計 画 費 3,343,781 45,401 3,389,182

6　 住 宅 費 1,358,769 7,985 1,366,754

10　 教 育 費 153,812,279 3,648,003 157,460,282

1　 教 育 総 務 費 29,939,533 3,280,389 33,219,922

7　 社 会 教 育 費 2,572,016 14,588 2,586,604

8　 保 健 体 育 費 1,435,384 353,026 1,788,410

歳 出 合 計 823,407,552 18,125,753 841,533,305
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第 2表　 繰越明許費補正
　 1　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円
2　 総 務 費

2　 企 画 費 国土調査事業 21,284

空路利用促進事業 182,411

3　 地 方 振 興 費 犯罪のない安全で安心な岡山県づくり
推進事業

72,233

8　 県 民 生 活 費 生活交通確保対策事業 156,728

10　 環 境 費 地球環境保全推進事業 1,520,290

3　 民 生 費

1　 社 会 福 祉 費 障害者福祉施設整備事業 114,884

2　 児 童 福 祉 費 子ども・子育て支援新制度等事業 202,560

児童福祉施設事業 31,147

3　 生 活 保 護 費 生活保護システム等運営事業 4,037

生活保護等対策事業 37,101

生活保護事業 68,451

4　 衛 生 費

1　 公 衆 衛 生 費 口腔衛生対策事業 62,930

4　 医 薬 費 医療施設等施設整備事業 63,448

地域保健医療体制推進事業 304,406

6　 農林水産業費

1　 農 業 費 農山村活性化総合対策事業 137,000

園芸作物生産振興対策事業 184,818

2　 畜 産 業 費 畜産経営安定推進事業 736,388

4　 林 業 費 森林保全管理事業 127,032

優良種苗確保事業 13,500

5　 水 産 業 費 栽培漁業事業 14,550

8　 土 木 費

4　 港 湾 費 空港整備促進関連事業 6,000

10　 教 育 費

1　 教 育 総 務 費 私学助成費 60,786

8　 保 健 体 育 費 健康教育振興事業 36,332

県民スポーツ振興事業 250,000

部活動の地域移行整備事業 63,500
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　 2　変　　　更

款 項 事　　 業　　 名 補正前 補正後

千円 千円
3　 民 生 費

1　 社 会 福 祉 費 障害者総合支援推進事業 753,890 1,748,987

介護保険施行事業 4,207,468 5,982,147

4　 衛 生 費

4　 医 薬 費 医事指導管理事業 831,908 2,529,143

薬事関係事業 143,880 207,520

7　 商 工 費

1　 商 業 費 産業労働総合対策事業 3,467,114 8,190,759
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第 3表　 地 方 債 補 正
　 1　追　　　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

千円
総　　務　　債

県民スポーツ振興費 187,300

　債券発行（他の
地方公共団体との
共同発行を含む。）
又は普通貸借の方
法により、財務省
その他から借り入
れるものとする。
　ただし、債券発
行の種類、様式及
び償還に関する細
目その他一切の事
項は、知事の定め
るところによる。
　工事又は財政の
都合により、起債
額の全部又は一部
を翌年度に繰延起
債することができ
る。

年5.5%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れるも
のについて、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　据置期間を含み
30カ年以内に償還
するものとする。
（償還の時期及び
償還金は、借入先
の融通条件に従う
ものとする。）
　ただし、県財政
の都合により、据
置又は償還期間中
といえども、償還
年限を短縮し、又
は繰上償還を行い、
若しくは借換を行
うことができる。
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　 2　変　　　更

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法 限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法
千円 千円

民　　生　　債

社会福祉施設整備
事業費

423,700

　債券発
行（他の
地方公共
団体との
共同発行
を含む。）
又は普通
貸借の方
法により、
財務省そ
の他から
借り入れ
るものと
する。
　ただし、
債券発行
の種類、
様式及び
償還に関
する細目
その他一
切の事項
は、知事
の定める
ところに
よる。
　工事又
は財政の
都合によ
り、起債
額の全部
又は一部
を翌年度
に繰延起
債するこ
とができ
る。

年5.5%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れるも
のについ
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率）

　据置期
間を含み
30カ年以
内に償還
するもの
とする。
（償還の
時期及び
償還金は、
借入先の
融通条件
に従うも
の と す
る。）
　ただし、
県財政の
都合によ
り、据置
又は償還
期間中と
いえども、
償還年限
を短縮し、
又は繰上
償還を行
い、若し
くは借換
を行うこ
とができ
る。

461,700

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ
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